
春日部市消防本部及び消防署の位置並びに名称及び管轄区域に関する条例の一部を改 

正する条例 

春日部市消防本部及び消防署の位置並びに名称及び管轄区域に関する条例（平成１７年条

例第１６２号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（消防署の名称及び位置） （消防署の名称及び位置） 

第３条 第３条 

 名称 位置   名称 位置  

 春日部市庄和消防署 春日部市金崎839番

地１

  春日部市庄和消防署 春日部市金崎914番

地

附 則

この条例は、平成２８年８月１日から施行する。


